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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　運転者支援システム（１）を用いて車両（２）を運転する際、運転者のルールベース型
支援を行うための制御データを作成するための方法（１００）であって、当該方法は以下
のプロセスステップ、すなわち、
　前記車両（２）を運転するための少なくとも一つの制御パラメータおよび車両乗員、特
に前記運転者の身体機能を少なくとも部分的に特徴づける身体パラメータの値を検知する
ステップ（１０１）と、
　運転シナリオを少なくとも部分的に特徴づける少なくとも一つの入力パラメータの値を
検知するステップ（１０２）と、
　前記少なくとも一つの制御パラメータ、前記身体パラメータ、および前記少なくとも一
つの入力パラメータの前記検知された値に基づき、前記少なくとも一つの入力パラメータ
に応じて、前記少なくとも一つの制御パラメータを調整するための少なくとも一つの境界
条件を設定するステップ（１０３）と、
　前記少なくとも一つの境界条件をルールとして考慮する、前記車両（２）を運転するた
めの前記運転者支援システム用の制御データを出力するステップ（１０４）と、を有する
方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法（１００）であって、さらに以下のプロセスステップ、すなわち
、少なくとも一時的に、前記制御データに基づいて前記車両（２）を運転するステップ（
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１０５）を有する方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一つの境界条件は、前記運転者または運転者グループの運転型式をシミ
ュレートする、請求項１または２に記載の方法（１００）。
【請求項４】
　前記少なくとも一つの境界条件は、前記運転者または運転者グループの適合させられた
運転型式をシミュレートし、当該適合させられた運転型式は、前記車両（２）の自動運転
とマニュアル運転とを、前記運転者または運転者グループが異なるように知覚することを
反映している、請求項１から３のいずれか一項に記載の方法（１００）。
【請求項５】
　値の受信は少なくとも部分的に、特に前記運転者支援システム（１）による前記車両（
２）の自動運転（１０５）の間に行われる、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法
（１００）。
【請求項６】
　前記少なくとも一つの制御パラメータは、前記少なくとも一つの入力パラメータに対す
る当該少なくとも一つの制御パラメータの一のコンステレーションにおいて、前記運転者
が特に前記運転者支援システム（１）による前記車両（２）の自動運転を中断するかどう
かを規定する、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法（１００）。
【請求項７】
　請求項２から６のいずれか一項に記載の方法（１００）であって、さらに以下のプロセ
スステップ、すなわち前記車両（２）を運転するステップ（１０５）と並行して、前記少
なくとも一つの入力パラメータの値に基づいて、少なくとも一つの将来の運転シナリオを
シミュレーションし、当該少なくとも一つの将来の運転シナリオに基づいて、前記車両（
２）の少なくとも一つのトラジェクトリ（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ）をシミュレーション
するステップ（１０６ｃ）を有し、前記制御データは、当該少なくとも一つのシミュレー
ションされたトラジェクトリ（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ）に基づいている、方法。
【請求項８】
　前記シミュレーションはリアルタイムで、特に現在の運転シナリオのリアルタイムデー
タに基づいて行われる、請求項７に記載の方法（１００）。
【請求項９】
　予測された複数の可能なトラジェクトリ（１０ａ，１０ｂ，１０ｃ）がシミュレーショ
ンされ、前記方法（１００）はさらに以下のプロセスステップ、すなわち、予測された複
数の可能なトラジェクトリを、少なくとも一つの境界条件に基づいて評価するステップ（
１０７ｃ）を有し、前記制御データは、最も良く評価された、予測されたトラジェクトリ
を反映している、請求項７または８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも一つの境界条件は、以下のグループ、すなわち運転時間、エミッション
、エネルギー消費、安全性、走行ダイナミクス、ドライバビリティ、知覚された効率、知
覚された安全性、からの運転型式属性を特徴づける、請求項１から９のいずれか一項に記
載の方法（１００）。
【請求項１１】
　複数の境界条件が考慮され、当該複数の境界条件の運転型式属性には異なった重みづけ
が行われる、請求項９または１０に記載の方法（１００）。
【請求項１２】
　前記少なくとも一つの境界条件を設定する際、前記少なくとも一つの身体パラメータが
、少なくとも一つの設定された限界値を上回らないこと、および／または少なくとも一つ
の数値範囲内にあることが考慮される、請求項１から１１のいずれか一項に記載の方法（
１００）。
【請求項１３】
　命令を含むコンピュータプログラムであって、前記命令は、当該命令が一のコンピュー
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タまたは複数のコンピュータによって実施されるとき、請求項１から１２のいずれか一項
に記載の方法のステップを前記コンピュータに実施させるコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　請求項１３に記載のコンピュータプログラムが保存されている、コンピュータによって
読み取り可能な媒体。
【請求項１５】
　車両（２）を運転する際、運転者を支援するための運転者支援システム（１）であって
、
　少なくとも一つのセンサ（３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄ）であって、当該センサは車両（２
）に関する運転状況データおよび運転者の身体パラメータデータを、少なくとも部分的に
検知するように構成されているセンサと、
　運転型式セレクタモジュール（１４）であって、当該運転型式セレクタモジュール（１
４）は、データ記憶装置（１５）を有するとともに、前記少なくとも一つのセンサ（３ａ
，３ｂ，３ｃ，３ｄ）の前記運転状況データおよび／または身体パラメータデータと、前
記車両（２）を運転するための少なくとも一つの制御パラメータのデータとに、特にＣＡ
Ｎインターフェースを介してアクセスするために構成されており、前記運転型式セレクタ
モジュール（１４）は、前記少なくとも一つの制御パラメータの値と、センサデータとを
前記データ記憶装置（１５）に格納し、前記少なくとも一つの制御パラメータに関する少
なくとも一つの境界条件を、前記身体パラメータおよび少なくとも一つの入力パラメータ
の格納されたデータに基づいて運転状況データに応じて設定するように構成されている運
転型式セレクタモジュールと、
　前記車両（２）を運転するための前記運転者支援システム用の制御データを出力するた
めのインターフェースであって、当該インターフェースは前記少なくとも一つの境界条件
をルールとして考慮するインターフェースと、を有する運転者支援システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、特に運転者支援システムを用いて車両を運転する際、運転者のルールベース
型支援を行うための制御データ作成方法、およびそのような運転者支援システムに関する
。本発明に係る方法では、車両を運転するための境界条件が設定され、当該境界条件を考
慮する、車両を運転するための制御データが出力される。
【背景技術】
【０００２】
　従来技術から、車両の環境を検知するための多数の異なるセンサシステムが知られてい
る。例えばこれらのセンサシステムを用いて、道路交通における車線境界を認識し、ある
いは先行車両に対する距離およびそれとともに当該先行車両の相対位置を決定することが
可能である。既知のセンサシステムを用いて、先行車両に対する相対速度を決定すること
もできる。
【０００３】
　センサシステムを介して収集されたこれらの情報に基づいて、車両は自動化された運転
モードで運転することができる。これらの運転モードにおいて、特に高度に自動化された
、または完全に自動化された運転モードにおいて、運転者は車両を運転することから部分
的に解放され、あるいは完全に解放されることさえある。
【０００４】
　このとき高度に自動化された車両とは、当該車両において運転者支援システムが一定の
時間および／または特殊な状況に対して横方向および長手方向の操縦を引き受け、その際
運転者はシステムを監視しないが、必要な場合は十分な時間的余裕をもって、車両を運転
するように要求される車両である。運転者支援システムの限界は、当該運転者支援システ
ムにより、好ましくは自ら認識される。しかしながら運転者支援システムは特に、あらゆ
る初期状況から、リスクが最小となる状態を生じさせることはできない。
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【０００５】
　このとき完全に自動化された車両とは、当該車両において運転者支援システムが所定の
応用事例において、横方向および長手方向の操縦を完全に引き受け、その際、運転者は運
転者支援システムを監視する必要がない車両である。当該応用事例を離れる前に、運転者
支援システムは、運転者に対して好ましくは十分な時間的余裕をもって、車両の運転を引
き受けるように求める。運転者が車両の運転を引き受けない場合、好ましくはリスクが最
小となる状態の運転者支援システムに戻される。運転者支援システムの限界は、好ましく
は当該運転者支援システム自体により認識される。運転者支援システムは好ましくは、あ
らゆる状況において、自らリスクが最小となる状態を生じさせることができる。
【０００６】
　このとき高度に自動化された車両または完全に自動化された車両のための運転者支援シ
ステムは、例えば車線維持アシスト、車線変更アシスト、車線変更サポート、交通標識認
識、緊急ブレーキシステム、緊急停止システム、アダプティブクルーズコントロールなど
の多数の機能を統合し、それにより横方向および長手方向の操縦を確実に実施することが
できる。
【０００７】
　特許文献１は、潜在的な車線変更過程において、車両の運転者を支援するためのシステ
ムに関する。当該システムにより実施される方法は、車両の環境を物理的に検知する少な
くとも一つのセンサによって、センサデータを生成するステップと、検出された少なくと
も一つの車両の将来の移動挙動を予測するステップと、車両の隣接車線に隙間があるかど
うかを決定するステップとを有する。車両の隣接車線が、予測された移動挙動に対してよ
り好適である場合、車両がより好適な当該車線に車線変更できるかどうかに関して勧告が
なされ、隙間の存在の特定の結果と、少なくとも一つの検出された車両の将来の移動挙動
とが組み合わされる。車線変更ができる場合、この勧告情報に基づいて、車両の運転者に
対する通知が出力される。
【０００８】
　特許文献２は、車両を自動運転モードで作動させるための方法に関する。当該方法は以
下のプロセスステップを有する。すなわち、コンピュータシステムを利用して、車両の現
在の状態を決定するステップであって、当該車両は、自動運転モードで作動されるように
構成されているステップと、コンピュータシステムを利用して、前記車両の環境の現在の
状態を決定するステップであって、前記車両の環境は少なくとも一つの他の車両を有する
ステップと、コンピュータシステムを利用して、前記車両の少なくとも一つの現在の状態
と、前記車両の環境の現在の状態とに基づいて、前記少なくとも一つの他の車両の予測さ
れる挙動を決定するステップと、コンピュータシステムを利用して、信頼度を決定するス
テップであって、当該信頼度は、前記少なくとも一つの他の車両が、前記予測される挙動
を実施する確率を含み、前記信頼度は少なくとも、前記予測される挙動と、前記車両の現
在の状態と、前記車両の環境の現在の状態とに依存しているステップと、コンピュータシ
ステムを利用して、前記予測される挙動と、前記信頼度と、前記車両の現在の状態と、前
記車両の環境の現在の状態とに基づいて、前記車両を自動運転モードで制御するステップ
と、を有する。
【０００９】
　特許文献３は、車両の環境における物体を検出し、当該物体に反応するための、コンピ
ュータにより実施する方法に関する。このとき物体は車両の環境において同定することが
でき、当該物体は移動方向と場所とを有する。車両の環境を記述し、前記物体の移動方向
および場所を記述するマップ情報を用いて、当該物体に関して一連の可能なアクションを
生成することができる。当該可能なアクションに基づいて、前記物体の将来的に可能な一
連のトラジェクトリが生成され、将来的に可能な一連のトラジェクトリのそれぞれのトラ
ジェクトリの確率値は、検出された物体の状態を含むコンテクスト情報に基づいて決定さ
れる。決定された確率値に基づいて、将来的に可能な前記一連のトラジェクトリのそれぞ
れのトラジェクトリに対して、最終的な将来のトラジェクトリが決定される。車両はその
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後、最終的な将来のトラジェクトリおよび物体を回避するように操作される。
【００１０】
　特許文献４は、運転者支援システムを最適化するための方法に関し、当該方法は以下の
プロセスステップを有する。すなわち、少なくとも一つの最適化すべき運転者支援システ
ムＡを設定するステップと、車両の作動状態を特徴づける少なくとも一つの車両パラメー
タ関数と、車両の環境を特徴づける少なくとも一つの環境パラメータ関数とを特定するス
テップと、車両の運転状況を特徴づける少なくとも一つの運転状況特性値関数を、少なく
とも前記少なくとも一つの車両パラメータ関数および／または少なくとも一つの環境パラ
メータ関数に基づいて計算するステップと、前記運転者支援システムＡの活動を特徴づけ
る少なくとも一つの制御介入特性値関数を計算するステップと、前記少なくとも一つの運
転状況特性値関数に依存するとともに、少なくとも一人の車両乗員による前記運転状況の
主観的認識を特徴づける補正関数を、少なくとも前記少なくとも一つの制御介入特性値関
数に基づくとともに、前記少なくとも一つの車両パラメータ関数および／または前記少な
くとも一つの環境パラメータ関数に基づいて計算するステップと、を有する。
【００１１】
　特許文献５は、自動車の完全に自動化された車両運転のための運転モードを備える運転
者支援システムに関し、前記完全に自動化された車両運転は、当該車両運転が車両運転者
の個々の要求に適合させられていることにより、個別化されている。
【００１２】
　特許文献６は、パラメータにより決定可能な支援機能を備える運転者支援システムに関
し、当該運転者支援システムは変更可能なパラメータにより、適応性を有して形成されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】欧州特許出願公開第２９４２７６５号明細書
【特許文献２】国際特許出願公開第２０１３／１３８０００号明細書
【特許文献３】米国特許第９２４８８４３号明細書
【特許文献４】国際特許出願公開第２０１５／０３２５０８号明細書
【特許文献５】独国特許出願公開第１０２０１４２０８３１１号明細書
【特許文献６】独国特許出願公開第１０２００６０３９５８３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は、車両を運転する際に運転者を支援するための改善された方法と、対応する改
善された運転者支援システムとを提供することを課題とする。本発明の課題は特に、運転
者支援システムによる車両の運転に関する、運転者の主観的認識を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記の課題は、独立請求項に記載の運転者支援システムと、車両を運転する際に運転者
を支援するための方法とによって解決される。有利な実施の形態は従属請求項の対象であ
る。請求項に記載された内容は、明示的に詳細な説明の一部となる。
【００１６】
　本発明の第一の態様は、特に運転者支援システムを用いて車両を運転する際、運転者の
ルールベース型支援を行うための制御データを作成するための方法に関し、当該方法は好
ましくは以下のプロセスステップを有する。すなわち、
車両を運転するための少なくとも一つの制御パラメータおよび／または車両乗員、特に運
転者の身体機能を少なくとも部分的に特徴づける身体パラメータの値を検知するステップ
と、
運転シナリオを少なくとも部分的に特徴づける少なくとも一つの入力パラメータの値を検
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知するステップと、
前記検知された値に基づき、前記少なくとも一つの入力パラメータに依存して、前記少な
くとも一つの制御パラメータを調整するための少なくとも一つの境界条件を設定するステ
ップと、
前記少なくとも一つの境界条件をルールとして考慮する、車両を運転するための制御デー
タを出力するステップと、を有する。
【００１７】
　本発明の第二の態様は、車両を運転する際、運転者を支援するための運転者支援システ
ムに関し、当該運転者支援システムは好ましくは少なくとも一つのセンサを有し、当該セ
ンサは、車両に関する運転状況データおよび／または運転者の身体パラメータデータを、
少なくとも部分的に検知するように構成されている。さらに運転者支援システムは好まし
くは運転型式セレクタモジュールを有し、当該運転型式セレクタモジュールは、データ記
憶装置を有するとともに、前記少なくとも一つのセンサの運転状況データおよび／または
身体パラメータデータと、車両を運転するための少なくとも一つの制御パラメータのデー
タとに、特にＣＡＮインターフェースを介してアクセスするために構成されている。運転
型式セレクタモジュールは特に、前記少なくとも一つの制御パラメータの値と、センサデ
ータとをデータ記憶装置に格納し、前記少なくとも一つの制御パラメータに関する少なく
とも一つの境界条件を、格納されたデータに依存して設定するために構成されている。運
転者支援システムはさらに好ましくは、車両を運転するための制御データを出力するため
のインターフェースを有し、当該インターフェースは前記少なくとも一つの境界条件をル
ールとして考慮する。
【００１８】
　本発明の意味における交通データは、車両に対する他の道路利用者の絶対位置および／
または相対位置と、これらの位置に関する文脈情報とに関する。例えばこれらの位置から
交通量、およびそれとともに例えば予想される交通渋滞を推測することができる。交通デ
ータはさらにまた、他の道路利用者の速度および／または加速と、車両の該当する区間領
域内の例えば天気に関する環境データを含んでいてよい。
【００１９】
　本発明の意味における運転者支援システムは、車両の高度に自動化された運転、または
完全に自動化された運転を可能にする。
【００２０】
　本発明の意味における運転状況は、車両の状態に関する情報、特に長手方向速度、横方
向速度、長手方向加速、横方向加速、ステアリング角、スロットル位置、車線、および車
両の直接的な環境における道路利用者の状態に関する情報、すなわち、車両の視点から理
論的に認識可能、特に可視である道路利用者の状態に関する情報を含む。このとき運転状
況は特に、一の時点における状態考察である。したがって本発明では好ましくは異なる時
点において、当該異なる時点での車両の周囲の他の道路利用者のコンステレーションが変
化しなくても、異なる運転シナリオが存在する。
【００２１】
　本発明の意味における運転シナリオは、車両とその環境との相互作用を説明する。運転
シナリオは特に、運転状況に関する情報を含む。運転シナリオはさらに好ましくは、交通
、天気および／または車両の該当する道路区間における道路データに関する情報を有する
。運転シナリオは好ましくは、車両の移動に該当する多数のパラメータ、特に全てのパラ
メータを全体的に考察することである。このとき運転シナリオは特に、一の時点における
状態考察である。したがって本発明では好ましくは異なる時点において、当該異なる時点
での車両の周囲の他の道路利用者のコンステレーションが変化しなくても、異なる運転シ
ナリオが存在する。
【００２２】
　本発明の意味における制御パラメータは、走行動作の制御に役立つ、車両における操作
変数の調整である。制御パラメータは特に、スロットル位置もしくはアクセルペダル位置
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、制動圧力もしくは制動信号、ギア選択などである。
【００２３】
　本発明の意味における道路データは、少なくとも先行する道路区間の地形に関する情報
を有する。道路データは好ましくはまた、それぞれの道路区間の道路の進行に関する情報
を有する。
【００２４】
　本発明の意味におけるモジュールは、コンピュータシステムの構成要素である。このと
きモジュールは特に、ハードウェアおよび／またはソフトウェアとして実施されていてよ
い。
【００２５】
　本発明の意味におけるトラジェクトリは、物理的な物体、特に車両または他の道路利用
者の移動の時間的経過である。
【００２６】
　本発明の意味における運転型式は、車両が運転されるやり方である。運転型式は、様々
な運転シナリオにおける、車両運転者または車両を運転する運転者支援システムの挙動に
よって特徴づけられる。
【００２７】
　これは好ましくは、挙動パターンであって、車両運転者が車両状態に関して変更を行わ
なければならない運転シナリオ、例えば追い越し過程の開始、車線変更などに関連する挙
動パターンである。
【００２８】
　本発明の意味における制御データは、車両を制御するために用いられ得るデータである
。制御データはこのとき、少なくとも一つの割り当て命令、特に関数または表であって、
少なくとも一つの境界条件を規定する割り当て命令を含む。
【００２９】
　境界条件は好ましくは、少なくとも入力パラメータであって、当該入力パラメータに対
して、制御パラメータおよび／または身体パラメータの値が割り当てられている入力パラ
メータの少なくとも一つのコンステレーションに関する。このとき制御パラメータおよび
／または身体パラメータの値は、運転シナリオに関する乗員の主観的な認識および／また
は乗員の蓋然的な挙動パターンについての情報を含んでいる。
【００３０】
　本発明の意味における運転型式属性は、運転者支援システムの運転型式に関する運転者
または運転者グループの主観的認識を特徴づけるのに適している。運転型式属性は特に、
運転時間、すなわち運転者支援システムがある区間を走行しようと試みる迅速さ、知覚さ
れた、すなわち主観的に認識された安全性、知覚された効率、走行ダイナミクスおよびド
ライバビリティ、すなわち運転者支援システムによるアクションに対する反応としての車
両の走行挙動の主観的認識である。さらなる運転型式属性は好ましくは、運転者において
主観的な認識もしくは印象を生じさせないような特性であるが、当該特性の客観的な価値
について運転者が関心を持ち得るような特性である。当該特性には例えば、エミッション
や実際のエネルギー消費が挙げられる。
【００３１】
　本発明は特に、車両の自動化された、もしくは完全に自動化された運転の際の運転者支
援システムの評価は、将来的に極めて大きな程度で、運転者支援システムの運転アクショ
ンにおいて、運転者の主観的な認識がどのように行われるかという点に依存するであろう
との認識に基づいている。したがって、運転者支援システムによる運転目標を設定する際
、速度制限、追い越し禁止などの法律的な規定および事故を回避するための安全性の観点
のみを考慮するのではなく、車両乗員の運転体験および／または運転者支援システムによ
り走行された区間の最終的な判断にとって決定的である、一つまたは複数の境界条件も考
慮することが有利である。これは本発明では、特に運転型式属性に該当する境界条件を組
み込むことにより確保される。
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【００３２】
　本発明に取り入れられているさらなる認識は、運転者支援システムがデジタル情報処理
の可能性により、車両のトラジェクトリを計画する際、運転者とは対照的に、実際の運転
状況をはるかに超える情報を取り込むことができるというものである。他の車両と（ｃａ
ｒ　ｔｏ　ｃａｒ）、またはインフラストラクチャと（ｃａｒ　ｔｏ　ｉｎｆｒａｓｔｒ
ｕｃｔｕｒｅ）データ交換することにより、ならびに地形データおよび道路進行データを
参照することにより、将来の運転シナリオをシミュレートすることができる。
このとき注意すべき点は、運転者支援システムが一般的に、車両の乗員よりも、特に運転
者よりも多くの情報を有することである。地形に関して知ること、または交通量を知るこ
と、あるいは見えない車両の制動に関して知ることにより、車両は、安全性の観点または
エネルギー効率の観点において、先を見越した最適なトラジェクトリを選択することがで
きる。運転者はこうした情報を有しておらず、通常は運転者支援システムに相当する量の
並行する情報を処理することもできないため、このように純粋に客観的な基準にしたがっ
て最適化された運転者支援システムの運転の仕方は、運転者を不安にさせたり、もしくは
不満を抱かせたりする恐れがある。運転者支援システムのこれらの決断を運転者が理解で
きないためである。
【００３３】
　上記の背景のもとで本発明は、運転習慣に関する境界条件および／または乗員の身体デ
ータにより特徴づけられる運転者の認識に関する境界条件を設定することを提案し、それ
により運転者支援システムによる車両運転時の、客観的基準に応じた理想的なトラジェク
トリを、人間による予想に適合させることができる。
【００３４】
　特に運転者または運転者グループに関する運転型式属性を特徴づける境界条件を考慮す
ることと組み合わせて、運転者支援システムの先を見越した運転の仕方に対して、交通事
象を予測するために運転シナリオをダイナミックにシミュレーションすることにより、車
両の高度に自動化された、もしくは完全に自動化された運転は、客観的基準に関しても、
主観的基準に関しても同時に最適化することができる。
【００３５】
　本発明に係る方法および装置を用いて、制御データが生成されるある種のトレーニング
段階の後で、車両を個々の乗員もしくは運転者に、あるいはまた車両の構成に適応させる
ことが可能である。運転者支援システムはこのようなやり方で、運転者が交代した際、短
時間後もしくは短い走行区間の後に、当該運転者が運転者支援システムの運転型式に満足
しているか、および場合により、当該運転型式を変更するか、確認することができる。さ
らに、車両が例えば積載量の変更、タイヤ空気圧の変更などにより、異なる挙動を行うか
どうか、確認することができる。本発明によれば、車両構成に関して確認されたこのよう
な変更に基づいて、運転型式の変更を行うこともできる。さらに、本発明に係る方法に基
づく調整が、制御回路の型式で常に更新されることが行われてよく、それにより車両パラ
メータの変更に適応することができる。
【００３６】
　本発明に係る方法は一の有利な実施の形態において、少なくとも一時的に、制御データ
に基づいて車両を運転するステップを有する。
【００３７】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、前記少なくとも一つの境界条
件は、運転者または運転者グループの運転型式をシミュレートする。運転者グループの運
転型式は例えば、複数の運転者の運転データの統計的評価により同定することができ、運
転者グループは例えば性別、年齢などにより形成することができる。
【００３８】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、前記少なくとも一つの境界条
件は、運転者または運転者グループの適合させられた運転型式をシミュレートし、当該適
合させられた運転型式は、車両の自動運転とマニュアル運転とを、運転者または運転者グ
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ループが異なるように知覚することを反映している。異なる乗員もしくは異なる運転者は
、リスク親近性および技術への信頼に応じて、運転者支援システムに対して、運転者もし
くは乗員の個々の運転型式とは異なる運転の仕方を期待する。したがってリスク親近性を
有する運転者もしくは乗員は、例えば運転経験の不足により、自らあえて行うよりも、運
転者支援システムが、走行物理的限界をより広げてくれることを期待する。本発明のこの
機能は特に、マニュアル運転を介した運転者自身による運転の実践が、将来は大きく減少
することが見込まれる事情の下では重要である。
【００３９】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、値の受信は少なくとも部分的
に、特に運転者支援システムによる車両の自動運転の間に行われる。当該実施の形態にお
いて特に、車両乗員の身体パラメータが検知され、それにより運転者支援システムの運転
型式に関する主観的知覚を表示することができる。
【００４０】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、前記少なくとも一つの制御パ
ラメータは、前記少なくとも一つの入力パラメータに対する当該少なくとも一つの制御パ
ラメータの一のコンステレーションにおいて、運転者が特に運転者支援システムによる車
両の自動運転を中断するかどうかを規定する。特に、運転者が自動運転を中断する状況に
おいて、当該状況から、自ら主観的に知覚した安全性認識に関して、運転者が運転者支援
システムによる運転時の不備を認識したことが推量され得る。したがって運転者支援シス
テムは、対応する運転シナリオに対して、代替的に運転ストラテジーを設計し、それによ
り運転者により良い運転感覚を与えるべきであると想定される。
【００４１】
　本発明に係る方法は、さらなる有利な実施の形態においてまた、車両の運転と並行して
、少なくとも一つの入力パラメータの値に基づいて、少なくとも一つの将来の運転シナリ
オをシミュレーションし、当該少なくとも一つの将来の運転シナリオに基づいて、車両の
少なくとも一つのトラジェクトリをシミュレーションするプロセスステップを有し、制御
データは、当該少なくとも一つのシミュレーションされたトラジェクトリに基づいている
。将来の運転シナリオをシミュレーションすることにより、当該将来の運転シナリオは車
両の運転時に考慮され得、それにより最適な運転を達成することができる。
【００４２】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、シミュレーションはリアルタ
イムで、特に現在の運転シナリオのリアルタイムデータに基づいて行われる。
【００４３】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、予測された複数の可能なトラ
ジェクトリがシミュレーションされ、本発明に係る方法はさらに、複数の可能なトラジェ
クトリを、少なくとも一つの境界条件に基づいて評価するプロセスステップを有し、制御
データは、最も良く評価された、予測されたトラジェクトリを反映している。
【００４４】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、前記少なくとも一つの境界条
件は、以下のグループ、すなわち運転時間、エミッション、エネルギー消費、安全性、走
行ダイナミクス、ドライバビリティ、知覚された効率、知覚された安全性、からの運転型
式属性を特徴づける。
【００４５】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、シミュレーションは周期的に
、好ましくはおよそ１秒からおよそ１０分までの周期性を有して、より好ましくはおよそ
１０秒からおよそ１分までの周期性を有して、最も好ましくはおよそ１秒、およそ１０秒
、およそ１分または１０分の周期性を有して行われる。
【００４６】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、シミュレーションは、およそ
１秒からおよそ１０分までの将来の時間、好ましくはおよそ１０秒からおよそ１分までの
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将来の時間、最も好ましくはおよそ１秒、およそ１０秒、またはおよそ１分の将来の時間
をカバーする。
【００４７】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、複数の境界条件が考慮され、
当該複数の境界条件の運転型式属性には異なった重みづけが行われている。これによりい
くつかの運転型式属性は最適化の際に、過大に考慮され得、他の運転型式属性は過小に考
慮され得る。
【００４８】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、前記評価はコスト関数に基づ
いて行われ、当該コスト関数に前記少なくとも一つの境界条件が受容される。
【００４９】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、前記少なくとも一つの境界条
件を設定する際、前記少なくとも一つの身体パラメータが、少なくとも一つの設定された
限界値を上回らないこと、および／または少なくとも一つの数値範囲内にあることが考慮
される。
【００５０】
　本発明に係る方法のさらなる有利な実施の形態において、運転者は車両を運転する際、
少なくとも部分的に、運転シナリオおよび／または将来の運転シナリオに関して認識させ
られる。このバックグラウンド情報により、運転者は運転者支援システムによる運転をよ
り良く評価することができる。これは特に、運転者が（まだ）認識できない状況に当ては
まるが、それは当該状況が運転者の視界にないか、またはシミュレーションされた将来の
運転シナリオから生じるためである。
【００５１】
　上記において、本発明の第一の態様および当該第一の態様の有利な実施の形態に関して
説明された特徴および有利点は、本発明の第二の態様にも相応に当てはまる。
【００５２】
　本発明のさらなる特徴、有利点、および応用可能性は、図に関連した以下の実施の形態
の説明に記載されている。図が少なくとも部分的に概略的に示すのは、以下の通りである
。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明に係る運転者支援システムを備える車両を示す図である。
【図２】本発明に係る方法の可能な経過を表示するフローチャートである。
【図３】運転シナリオの第一の例の鳥瞰図である。
【図４】運転シナリオの第二の例の鳥瞰図である。
【図５】図３に示す運転シナリオの第一の例を側方から見たさらなる図である。
【図６】第三の運転シナリオの鳥瞰図である。
【図７】運転シナリオの第四の例の鳥瞰図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　図１は、本発明に係る運転者支援システム１の一の実施の形態を備える車両２を示して
いる。このとき運転者支援システム１は、複数のセンサ３ａ－３ｄを有し、当該センサは
図１に表示された例では、後方に向けられたカメラ３ａ、前方に向けられたカメラ３ｂ、
前方に向けられたレーダシステム３ｄ、および後方に向けられたレーダシステム３ｃであ
る。個々のセンサにより検知されたデータは、好ましくは無線式に、または有線式に運転
者支援システム１の予測モジュール６に伝送される。運転者支援システム１のさらなる要
素は、第一のデータインターフェース４であって、例えば移動無線タワーを介してインフ
ラストラクチャ、特に中央通信サーバ１２へのデータリンクを受信可能である第一のデー
タインターフェースと、第二のデータインターフェース５であって、好ましくはデータ接
続を介して第二のデータ記憶装置１１と接続されている第二のデータインターフェースで
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あり、第二のデータインターフェースにはさらに好ましくは道路データが格納されている
。こうして好ましくは無線インターフェースとして形成されている第一のデータインター
フェース４を介して、インフラストラクチャ、例えばデータサーバ１２を介した交通デー
タ、または直接他の道路利用者１３ａ－１３ｇからの交通データが受信および／または検
索され得る。第二のデータインターフェース５を介して、運転者支援システム１における
該当する道路区間の道路データ、特に地形、道路の進行、インフラストラクチャに対する
情報などが読み込まれるとともに当該第二のデータインターフェースにおいて処理され得
る。第二のデータインターフェースも基本的に無線インターフェースとして形成されてい
てよく、データサーバ１２または他のソースから道路データを得ることができる。
【００５５】
　センサ３ａ－３ｄに対して付加的または代替的に、多数の他のセンサ、例えば超音波セ
ンサおよび／またはライダセンサが可能である。
【００５６】
　センサを用いて、通行中の車両の運転状況を監視することができる。すなわち超音波セ
ンサを用いて、例えば駐車する際の、例えば車両の近隣領域を監視することができ、レー
ダシステムを用いて、車両２の視界内の他の車両に対する距離および相対的な速度、特に
加速を決定することができる。ライダセンサを用いて、車両２の環境における対象物、お
よびまた他の車両への距離を確認することができ、カメラを用いて、車両２の周囲の車線
および交通標識、あるいはまた対象物を認識し、場合により同定することさえできる。
【００５７】
　このとき運転者支援システム１は好ましくは、車両２を高度に自動化された状態で、あ
るいは完全に自動化された状態で運転するように構成されている。そのためにまず、運転
者支援システム１が、車両内に取り付けられた当該運転者支援システムのセンサ３ａ－３
ｄ（車載式）を用いて検知できる情報が関係する。これは特に、運転者支援システム１が
、中央データサーバ１２、他のインフラストラクチャ、または他の道路利用者１３ａ－１
３ｇに対するデータ接続を有していない場合に重要であるが、それはこの場合、運転者支
援システム１が、車両２と車両の乗員に対して最大可能な安全性を保障しながら、自律的
に車両２を運転しなければならないからである。
【００５８】
　運転者支援システム１に配設されたセンサ３ａ－３ｄの情報に加えて、インフラストラ
クチャ、または他の道路利用者１３ａ－１３ｇ、特に先行する道路利用者から送信される
データが取り込まれた場合、運転者支援システム１は、本発明においてすでに、運転者支
援自体のセンサ３ａ－３ｄのデータだけを用いて見通せるよりも、さらに先を見越した運
転の仕方を実現することができる。
【００５９】
　図１に示す運転者支援システム１はさらに、予測モジュール６を有し、当該予測モジュ
ールは、現在の運転シナリオおよび／または過去の運転シナリオに基づいて、将来の運転
シナリオをシミュレーションするように構成されている。予測モジュール６のシミュレー
ションにはさらに、交通データおよび道路データ、ならびに車両２の場所または該当する
道路区間上の他の場所における天気に関するデータが取り込まれる。
【００６０】
　将来の運転シナリオに基づいて、続いて予測モジュール６により、車両の多数の可能な
トラジェクトリがシミュレーションされる。これらのトラジェクトリは最適化モジュール
７に出力され、最適化モジュールはまた、トラジェクトリ１０ａ，１０ｂの一つを理想的
なトラジェクトリとして選択することができる。このようなシミュレーションのやり方は
、水晶球をのぞき込むこととして視覚化できる。すなわち、高い蓋然性で起こる運転シナ
リオもしくはそのような運転状況を見越すことである。例えば、一般的にアコーディオン
効果として知られている、渋滞における始動と制動の連続、および渋滞を介してこのアコ
ーディオン効果が伝播することを予測することができ、自身の車両１のトラジェクトリを
この展開にインテリジェントに適合させることができる。



(12) JP 6970117 B2 2021.11.24

10

20

30

40

50

【００６１】
　運転者支援システムの制御モジュールは特に、データ接続を介して、車両２のステアリ
ングシステム、ブレーキシステム、および／または駆動システムの制御部と接続されてお
り、それにより対応するトラジェクトリ１０ａ，１０ｂ，１０ｃを実施する。
【００６２】
　図１に示す運転者支援システム１はさらに、運転型式セレクタモジュール１４を有する
。運転型式選択モジュール１４は特に、運転者もしくは乗員が希望する運転者支援システ
ムの運転型式に関する、運転者もしくは乗員の指示を検知するのに役立つ。したがって運
転型式セレクタモジュール１４は特に、ユーザインタフェース、例えばタッチ感応式ディ
スプレイを有する。代替的または付加的に、ユーザインタフェースとして携帯電話または
その他の電子的装置であって、データ接続を介して運転者支援システム１と接続すること
ができる電子的装置を用いることが行われてもよい。運転型式セレクタモジュール１４は
好ましくは、運転者によるマニュアル運転の間に、または自動化された運転の間に、その
運転型式に関する運転型式属性を独自に生成するように形成されている。運転型式セレク
タモジュール１４はそのために、運転シナリオを少なくとも部分的に特徴づける、運転状
況データ、交通データおよび道路データにアクセスすることができる。運転型式セレクタ
モジュール１４はまた、車両２を運転するための少なくとも一つの制御パラメータおよび
／または乗員、特に運転者の身体パラメータに関するデータにアクセスすることができる
。制御パラメータに対する運転シナリオの数値コンステレーションは好ましくは、運転型
式セレクタモジュール１４に配設されている第二のデータ記憶装置１５に保存される。運
転型式セレクタモジュール１４はこのようなやり方で、結果として運転者支援システム１
の運転型式属性を特徴づける境界条件を作成することができる。したがって第二のデータ
記憶装置１５には、異なる運転シナリオと、対応する制御パラメータ値のコンステレーシ
ョンとの相関関係が格納されており、当該相関関係は対応する運転シナリオにおいて応用
することができる。
【００６３】
　運転者支援システム１の個々のモジュールは好ましくは、車両１内の計算装置、特に一
つまたは複数の車載コンピュータの構成要素である。このとき個々のモジュールは、ハー
ドウェアまたはソフトウェアのコンポーネントとして形成されている。運転者支援システ
ム１のセンサ３ａ－３ｄとして特に、付加的に車両２の他のシステムに配設されているか
、または当該他のシステムの部分であるセンサを用いることもできる。
【００６４】
　本発明に係る方法であって、当該方法の実施の形態が図２のフローチャートに概略的に
表示されている方法を、以下において図２から図６に基づいて説明する。
【００６５】
　図３は運転シナリオの一例を示し、当該運転シナリオでは図の左端における車両２は三
車線の道路上にある。車両の前には、さらなる車両１３ｆが中央車線上を走行し、その前
にはまた、３台の車両１３ｃ，１３ｄ，１３ｅが隣り合わせに三つの全ての車線上を走行
している。さらにその前には、２台の車両１３ａ，１３ｂが同じく隣り合わせに、左車線
と中央車線上を走行している。この現在の運転シナリオは、特に車両２に設けられたセン
サ３ａ－３ｄを用いて検知される１０２。運転者支援システム１を備える車両２は、中央
車線上の先行車両１３ｆよりも大きな速度を有しているので、運転者支援システム１はこ
の運転シナリオにおいて典型的に、矢印１０で暗示されているように、車両１３ｆに関し
て追い越し操作を開始し、そのために車線を変更すると想定される。車両２はこのとき運
転者支援システム１によって運転される１０５。
【００６６】
　ここで本発明によれば、車両２の運転と並行して、特にリアルタイムで、さらなる将来
の運転シナリオが運転者支援システム１によってシミュレートされる１０６ａ，１０６ｂ
。シミュレーションは特にダイナミックに行われ、すなわちシミュレートされた運転シナ
リオを起点として、それぞれ実際の運転シナリオに替えられる。
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【００６７】
　レーダセンサ１３ｄを用いて特定された、車両２の直接的な周囲における車両の速度に
基づいて、運転者支援システム１は、シミュレーション１０６ａ，１０６ｂにより、左車
線、すなわち追い越し車線を走行する車両１３ｃが、その隣を走行する車両１３ｄ，１３
ｅよりもはるかに小さい速度を有することを確認することができる。運転者支援システム
１を備える車両２が、図３に示されるように、大きな速度で追い越し操作を開始し、それ
によりトラジェクトリ１０に追随した場合、運転者支援システム１は、シミュレーション
１０６ａ，１０６ｂにより、運転者支援システム１を備える車両２が、将来の運転シナリ
オでは先行車両１３ｃと、そのとき車両２の隣を走行する車両１３ｆとに挟まれてしまう
ことを確認する。
【００６８】
　これは図４に示されている。車両２は上記のようにこの運転シナリオにおいて、追い越
し車線上の先行車両１３ｃの速度に適応するために、大きな減速を行わなければならず、
車両１３ｆに関する追い越し過程を完遂できないかもしれない。したがってトラジェクト
リ１０に対応する運転操作は、車両２の乗員に、運転者支援システム１の運転はあまり先
を見越していないという主観的な認識を喚起し、したがって運転者支援システム１によっ
て達成されたドライバビリティ、すなわち運転者支援システム１により生成されるととも
に、乗員により主観的に認識される運転挙動に関して否定的な判断を生じさせると想定さ
れる。乗員はまた、開始された操作が、例えば車両１３ｃの後ろでの加速により、あるい
は少なくとも大きな速度および突然の減速により、エネルギー効率を低下させる、もしく
はエネルギー消費を増大させるという点に気付いていると想定され、この点も乗員に否定
的な印象を与えるであろう。
【００６９】
　したがって運転者支援システム１は好ましくはさらに、図３の現在の運転シナリオを起
点とし、図４の将来の運転シナリオを考慮して、複数の異なる可能なトラジェクトリをシ
ミュレートし１０６ａ、運転者支援システム１の運転型式について、乗員にできる限り肯
定的な全体印象を喚起するトラジェクトリを選択する１０７ａ。運転者支援システム１は
例えば、図３の現在の運転シナリオにおいて、先行車両１３ｆを追うが、追い越し操作を
開始しないか、あるいは低減された速度で追い越し車線への車線変更のみを開始し、それ
により車両１３ｃを、当該車両が中央車線にたまたま車線変更した後に、最終的に追い越
すことができる。代替的に、理想的なトラジェクトリは、直接的に将来の運転シナリオを
考慮して計算することもできる１０７ｂ。
【００７０】
　このとき車両２の運転者支援システム１は好ましくはまた、先行する道路部分９ａがど
のように進行するか、あるいは図５に示されるように、先行する道路部分９ａにどのよう
な地形が予想されるか、および場合によりインフラストラクチャを介して、例えば同じく
図５に表示されているように、速度制限のような考慮されるべきさらなるファクターが存
在するかどうか考慮することができる。車両２の運転者支援システム１は、図５に示され
る地形を考慮して、低減された加速もしくは速度を選択するが、それは、先行する道路部
分９ａが下降する傾斜地を有しているとともに、当該傾斜地では付加的に速度制限規制が
あるという情報が、シミュレーション１０６ａ，１０６ｂに取り込まれるためである。
【００７１】
　運転者支援システム１がさらに、インフラストラクチャおよび／または他の特に先行す
るおよび／または後に続く道路利用者１３ａ，１３ｂ，１３ｃ，１３ｄｓ，１３ｅ，１３
ｆ，１３ｇによって検知されるリアルタイムデータを、運転シナリオのシミュレーション
１０６ａ，１０６ｂに取り込むとき、運転者支援システムは将来の運転シナリオをより正
確にシミュレートすることができ、その際、現在の運転状況の検知および評価１０２から
は導き出されない情報を考慮することができる。
【００７２】
　例えば図６には、変更された図３の運転シナリオが示され、図６では運転者支援システ
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ム１を備える車両２のはるかに前の先行車両１３ａおよび１３ｂが、衝突事故を起こして
いる。この情報が車両１３ａ，１３ｂから、あるいは両の車両１３ａ，１３ｂの運転状況
を直接的に見ることができる車両１３ｃ，１３ｄ，１３ｅから、運転者支援システム１に
よって運転される車両２に直接的に、またはインフラストラクチャを介して転送されると
、車両２はこの結果を当該車両のシミュレーションに取り込むことができる。図６に示さ
れるように、運転者支援システム１は異なるトラジェクトリ１０ａ，１０ｂ，１０ｃから
選択を行うことができ、それにより図６の運転シナリオから生じる将来の運転シナリオを
習得する。
【００７３】
　このような将来の運転シナリオは図７に示されている。車両２はトラジェクトリ１０ｂ
上に導かれ、速度は低減されたが、それは運転者支援システム１がシミュレーション１０
６ａ，１０６ｂの際に、全ての車両は右の車線上で、事故によってブロックされた車両１
３ａ，１３ｂを通過しなければならないことを予測していたからである。
【００７４】
　図７に示すその後の現在の運転シナリオにおいて、車両２の運転者支援システム１は再
び、右車線にとどまって先行車両１３ｆに従うか、再度車線変更を行って、車の流れに合
流するやり方で合流する際、やはり先行車両１３ｆ追い越すか、選ぶことができる。
【００７５】
　理想的なトラジェクトリを選択する１０７ａとき、もしくは理想的なトラジェクトリを
計算する１０７ｂとき、本発明によれば好ましくはシミュレーション１０６ａ，１０６ｂ
の結果に加えて、運転型式属性を特徴づける境界条件が考慮される。運転型式属性はこの
とき好ましくは、例えば年齢や性別によって特徴づけられる乗員または乗員グループが、
個々のトラジェクトリに現れる運転者支援システム１の運転型式をどのように認識するか
という客観的な基準を規定する。このような運転型式属性は例えば、運転時間、知覚され
たエネルギー消費、客観的エネルギー消費、知覚された安全性、走行ダイナミクスおよび
／またはドライバビリティであってよい。境界条件は理想的には、乗員または乗員グルー
プの運転型式をシミュレートする。しかしながらこのとき好ましくは、乗員が運転者支援
システム１の交代運転手として、運転型式について、同一人物が自ら運転するときとは異
なる要求を行うことも考慮され得る。計算の際、異なる運転型式属性は好ましくは、異な
るように重みづけされ、総合的な最適条件を達成するために、特にコスト関数の最適化を
応用することができる。
【００７６】
　変化する環境条件または車両２の特性に適合するためにさらに、運転者支援システム１
が、走行したトラジェクトリおよび／または運転シナリオを評価する１０８ことが行われ
てよい。境界条件は相応に変更することができ、それにより、変更された条件の下で、運
転型式属性に関して設定されたターゲットコリドーとの偏差に適合する。
【００７７】
　付加的に運転者支援システム１の性能を評価する特性値を計算する１０９ことができる
。
【００７８】
　運転者支援システム１が将来の運転シナリオを扱うための理想的なトラジェクトリを見
出すことは、好ましくは運転者支援システム１と、選択された車両制御部との通信によっ
て補足され、それにより車両２を、先行する道路部分９ａにおける条件に対して準備させ
る。したがって例えばステアリング制御部に対して、直後に激しいステアリングの動きが
あるという情報を与えることができ、あるいはブレーキ制御部は、激しい制動が待ち構え
ていることに対して準備され得る。その場合、ブレーキ制御部は例えば特に大きな液圧を
生じさせることができる。サスペンションも例えば路面の凹凸に対して準備させることが
でき、それにより理想的な場合、路面の凹凸は平準化することができる。シミュレーショ
ンは好ましくは、およそ1秒のステップ型式で行われ、このときさらに好ましくは、続く
１０秒からおよそ１分までの時間がカバーされる。
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【００７９】
　すでに図１に示す運転者支援システム１に関して説明したように、本発明はさらなる態
様として、運転型式属性に関する境界条件を学習するステップを有する。当該学習は好ま
しくは、トレーニング段階であって、その間に運転者が少なくとも車両２の長手方向制御
および横方向制御を手動で調節するトレーニング段階の間に行われる。さらに好ましくは
、特に連続的なトレーニングが扱われる。すなわち、運転者が車両２を自ら運転するとき
はいつも、運転者支援システム１が学習モードに切り替わる。代替的または付加的に、車
両の自動化された運転の間にも、以下に示すように連続的な学習モードが行われる。
【００８０】
　運転者支援システム１のトレーニング段階において、車両を運転するための少なくとも
一つの制御パラメータの値は、特に少なくとも一つの入力パラメータの値と並行して受信
され１０１、第二のデータ記憶装置１５に保存される。同じ時点での、あるいは同じ時間
部分におけるそれぞれの数値パラメータから相関関係が生じ、当該相関関係は異なる運転
シナリオにおける運転者の反応を反映し、したがって運転者の運転型式に関する情報を含
んでいる。これらの情報に基づいて境界条件が設定される１０３。運転者支援システム１
は車両２の高度に自動化された運転、または完全に自動化された運転の際、これらの設定
された境界条件にアクセスし、それにより運転者にとって最も快適な車両の運転の認識を
達成する。
【００８１】
　制御パラメータの値に対して付加的または代替的に、車両乗員、特に運転者の身体機能
を反映する少なくとも一つの身体パラメータの値も受信され得る１０１。これは例えばイ
ンテリジェントな機器、特にインテリジェントウォッチ（スマートデバイス、スマートウ
ォッチ）を用いて実現することができる。このとき身体パラメータの客観的な値は、当該
身体パラメータの客観的な値が、運転者支援システム１の運転型式の主観的認識を特徴づ
けることができるように選択される。これについては特に乗員の心拍数、血圧、アドレナ
リン濃度、および／または呼吸活動が想定される。身体パラメータの値も入力パラメータ
の値、すなわち異なる運転シナリオと相関させられ、そこから車両の運転時にルールとし
て用いられる境界条件が導き出される。身体パラメータの受信１０１は、好ましくは高度
に自動化された運転、または完全に自動化された運転モードの間に続けられ、それにより
特に過去の運転シナリオおよび／または走行されたトラジェクトリを評価するためのさら
なるデータが得られる。
【００８２】
　相関関係もしくは更新された相関関係は、理想的なトラジェクトリの選択１０７ａもし
くは計算１０７ｂに組み込まれる。
【００８３】
　本発明は、運転者支援システム１によって実施される運転モードを包括的に最適化する
ことを可能にする。このとき法律的な規制および安全に関する規制だけでなく、特殊な運
転者、または特殊な運転者グループに好まれる運転型式であって、運転型式属性により規
定される運転型式も車両の運転に組み込まれる。このとき運転者支援システム１は、個々
の運転者および車両、もしくは車両における変更に対して自律的に適応することができる
。これにより運転者支援システム１が、それぞれの車両２もしくはそれぞれの車両構成お
よび／またはそれぞれの運転者に対して最適な運転型式を有することが保証される。この
とき、現在または将来の運転シナリオの要求、および車両２の乗員の要求に応じて、特に
車両２のエネルギー消費の最適化を実施することができる。このようにして運転シナリオ
による全ての規制と、境界条件とは、例えばエネルギーコスト関数に組み込むことができ
る。このとき現在および将来の運転シナリオに関する、車両２の異なる機構のエネルギー
要求に基づいて、エネルギー価格を決定することができる。車両２の異なる機構に数値割
り当てを配分することにより、個々の機構は、車両２において利用可能なエネルギーが減
少しているか、供給されているかを決定することができる。
【符号の説明】
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【００８４】
　　１　運転者支援システム
　　２　車両
　　３ａ，３ｂ，３ｄ　センサ
　　４　第一のデータインターフェース
　　５　第二のデータインターフェース
　　６　予測モジュール
　　７　最適化モジュール
　　８　制御モジュール
　　９ａ，９ｂ　道路部分
　　１０，１０ａ，１０ａ，１０ｃ　トラジェクトリ
　　１１　第一のデータ記憶装置
　　１２　中央サーバ
　　１３ａ，１３ｂ，１１３ｃ，１３ｄ，１３ｅ，１３ｆ，１３ｇ　道路利用者
　　１４　運転型式セレクタモジュール
　　１５　第二のデータ記憶装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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